
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

二
九

第３号様式（第８条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
業
訓
練
の
受
講
を
開
始
し
た
者
に
係
る
訓
練
手
当
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
八
号
」
を
「
第
二
条
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

第
六
条
中
「
第
百
三
十
六
条
」
を
「
財
務
規
則
第
百
三
十
六
条
」
に
、「
の
規
定
に
よ
る
予
定
価
格

又
は
」
を
「
及
び
第
百
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
予
定
価
格
又
は
財
務
規
則
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
指
導
検
査
課
長
及
び
工
事
検
査
員
並
び
に
契
約
担
当
者
の
」
を
「
山
梨
県
行
政
組

織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
納
局
長
、
同
規

則
第
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
又
は
契
約
担
当
者
が
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
十
一
項
中
「
八
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
契
約
担
当
者
は
、
前
払
金
額
の
変
更
を
伴
わ
な
い
工
期
の
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
で
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
工
期
の
変
更
に
つ
い
て
の
保
証
事
業
会
社
へ
の
通
知
を
請
負
者
に
行
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
八
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
第
三
十
八
条
第
十
一
項
及
び
第
四
十
五

条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
前
払

金
の
返
還
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
さ
れ
た
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
前
払
金
の
返
還
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
の
四
第
三
項
中
「
建
築
物
定
期
報
告
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
も
の
で

な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
　
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
建
物
履
歴
に
関
す
る
書
類

二
　
建
物
の
敷
地
及
び
地
盤
の
状
況
に
関
す
る
書
類

三
　
建
物
の
外
壁
の
状
況
に
関
す
る
書
類

四
　
建
物
の
屋
上
及
び
屋
根
の
状
況
に
関
す
る
書
類

五
　
建
物
の
内
部
の
状
況
に
関
す
る
書
類

六
　
建
物
の
避
難
施
設
等
及
び
非
常
用
進
入
口
の
状
況
に
関
す
る
書
類

第
二
条
の
五
第
四
項
中
「
建
築
設
備
等
定
期
報
告
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
も

の
で
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
　
施
行
規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
昇
降
機
及
び
建
築

設
備
並
び
に
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
昇
降
機
等
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
建
築
設
備
等
」
と
い
う
。）

ご
と
に
作
成
し
た
当
該
建
築
設
備
等
の
概
要
に
関
す
る
書
類
及
び
当
該
建
築
設
備
等
の
検
査
の
結
果

に
関
す
る
書
類
と
す
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三
〇



山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
当
該
許
可
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
」
に
、「
に
よ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」

を
「
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
、「
及
び
当
該
各
申
請
書
」
を
「
に
当
該
申
請
書
」
に
、

「
並
び
に
知
事
」
を
「
及
び
写
真
（
行
為
地
及
び
そ
の
周
辺
を
撮
影
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

そ
の
他
知
事
（
甲
府
市
の
区
域
に
お
い
て
は
甲
府
市
長
。
以
下
同
じ
。）」
に
、「
そ
れ
ぞ
れ
四
部
を
添

え
て
、
知
事
」
を
「（
以
下
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。）
を
添
え
て
、
正
本
を
一
部
、
副
本
を
一
部

（
甲
府
市
の
区
域
に
お
い
て
は
正
本
を
一
部
）
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
行

為
許
可
申
請
書
」
を
「
に
規
定
す
る
建
築
物
等
の
新
築
等
」
に
、「
第
一
号
様
式
」
を
「
風
致
地
区
内

建
築
物
等
の
新
築
等
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
土

地
形
状
変
更
許
可
申
請
書
」
を
「
に
規
定
す
る
宅
地
の
造
成
等
」
に
、「
第
二
号
様
式
」
を
「
風
致
地

区
内
宅
地
の
造
成
等
許
可
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
木

竹
伐
採
許
可
申
請
書
」
を
「
に
規
定
す
る
木
竹
の
伐
採
」
に
、「
第
三
号
様
式
」
を
「
風
致
地
区
内
木

竹
伐
採
許
可
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
土
石
採
取
許
可

申
請
書
」
を
「
に
規
定
す
る
土
石
の
類
の
採
取
」
に
、「
第
四
号
様
式
」
を
「
風
致
地
区
内
土
石
類
採

取
許
可
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
埋
立
て
又
は
干
拓
許

可
申
請
書
」
を
「
に
規
定
す
る
水
面
の
埋
立
て
又
は
干
拓
」
に
、「
第
五
号
様
式
」
を
「
風
致
地
区
内

水
面
埋
立
て
又
は
干
拓
許
可
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
等
の
色
彩
変
更
許
可
申
請
書
」
を
「
に
規
定
す
る
建
築
物
等
の
色
彩
の
変
更
」
に
、「
第
六
号

様
式
」
を
「
風
致
地
区
内
建
築
物
等
の
色
彩
変
更
許
可
申
請
書
（
第
六
号
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
条
例
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
土
石
等
の
堆た
い

積
　
風
致
地
区
内
土
石
等
の
堆た
い

積
許
可

申
請
書
（
第
七
号
様
式
）

第
三
条
中
「
第
七
号
様
式
）
に
前
条
に
規
定
す
る
添
付
書
類
（
図
面
を
含
む
。）」
を
「
第
八
号
様

式
）
に
添
付
書
類
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
又
は
県
の
機
関
」
を
「
、
県
又
は
甲
府
市
の
機
関
（
同
項
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
等

を
含
む
。）」
に
、「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
標
識
（
第
八
号
様
式
」
を
「
風
致
地
区
内
行
為
許
可
標
識
（
第
九
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
」
を
「
第
十
号
様
式
）
に
写
真
を
添
え
て
行
う
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三
二

第１号様式（第２条関係）



第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三
三

第２号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三
四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

三
六

第７号様式（第２条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
届
出
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨

県
風
致
地
区
条
例
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
、
届
出
そ
の
他
の
書
類
と
み

な
す
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
規
定
す
る
部
長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

政
策
秘
書
室
長
」
を
加
え
、「
規
定
す
る
局
長
」
を
「
規
定
す
る
出
納
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号

中
「
山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
所
長
が
指
定
す
る
副
所
長
、
女
性
セ
ン
タ
ー
」
を
「
男

女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
中
「
桂
川
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
」
を
「
桂
川
流
域
下
水
道
事
務
所
」
に
改

め
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
中
「
、
高
等
技
術
専
門
校
副
校
長
」
を
削
り
、「
釜
無
川
流
域
下
水
道
事
務

所
総
務
用
地
課
長
」
を
「
釜
無
川
流
域
下
水
道
事
務
所
次
長
」
に
、「
桂
川
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所

総
務
用
地
課
長
」
を
「
桂
川
流
域
下
水
道
事
務
所
次
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
同
月
三
日
」
の
下
に
「
若
し
く
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
同
月
三
十
一
日

ま
で
の
各
日
」
を
加
え
る
。

第
六
十
六
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第

六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
　
出
納
長
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
を
決
定
し
た
場

合
で
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
債
権
者
に
支
払
案
内
書
を
発
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六
　
電
気
料
、
水
道
料
、
下
水
道
使
用
料
、
ガ
ス
料
、
電
信
電
話
料
及
び
後
納
郵
便
料

第
七
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
険
料
及
び
前
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い

て
過
不
足
金
額
の
生
じ
な
い
と
き
は
、
前
渡
資
金
精
算
書
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
九
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
動
物
」
の
下
に
「
及
び
生
産
物
」
を
加

え
る
。

第
二
百
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
女
性
セ
ン
タ
ー
（
峡
南
女
性
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。）」
を
「
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
」
に
、「
桂
川
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
」
を
「
桂
川
流
域
下
水
道
事
務
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
中
「
総
合
女
性
セ
ン
タ
ー
副
館
長
」
を
「
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
副
館
長
」

に
改
め
、「
峡
南
女
性
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
三
峡
中
地
域
振
興
局
の
項
中
「
総
合
女
性
セ
ン
タ
ー
」
を
「
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

タ
ー
」
に
、「
小
笠
原
警
察
署
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
警
察
署
」
に
改
め
、
同
表
富
士
北
麓
・
東
部
地
域

振
興
局
の
項
中
「
富
士
女
性
セ
ン
タ
ー
　
都
留
児
童
相
談
所
」
を
「
都
留
児
童
相
談
所
」
に
、「
桂
川

流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
」
を
「
桂
川
流
域
下
水
道
事
務
所
」
に
、「
吉
田
商
業
高
等
学
校
　
富
士
河

口
湖
高
等
学
校
」
を
「
吉
田
商
業
高
等
学
校
　
富
士
北
稜
高
等
学
校
　
富
士
河
口
湖
高
等
学
校
　
ひ
ば

り
が
丘
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
四
中
「
総
合
女
性
セ
ン
タ
ー
出
納
員
」
を
「
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
出
納
員
」

に
改
め
、「
峡
南
女
性
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

「

「

「

第
八
十
八
号
様
式
中
　
　
契
　
約
　
期
　
日
　
　
を
　
　
納
　
入
　
期
　
限
　
　
に
、

納
　
入

」

」

「

期
　
日
　
　
を
　
　
納
入
年
月
日
　
　
に
改
め
る
。

」

」

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
三
峡
中
地
域
振

興
局
の
項
の
改
正
規
定
（「
小
笠
原
警
察
署
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
警
察
署
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
財
務
規
則
第
百
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
締
結
す
る
契
約
に
基
づ
く
延
滞
違
約
金
の
徴
収
か

ら
適
用
し
、
施
行
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
基
づ
く
延
滞
違
約
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
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